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１　条例の概要
　　「神奈川県手話言語条例」（以下「条例」という。）は、平成26年12月に議員提案で制定され、平成27年４月１日から施行された後、令和５年３月に改正している。
本条例の目的について、手話は、手や指、体の動きなどを用いる独自の語彙及び文法体系を有し、ろう者とろう者以外の者が、互いの人権を尊重して意思疎通を行うために必要な言語であるが、いまだ手話に対する理解が浸透しているとは言えないことから、手話に対する県民の理解を深め、これを広く普及していく必要があるという認識のもと、手話を普及するための施策を総合的かつ計画的に推進し、全ての県民が互いを理解し合える地域社会を構築することとしている。
また、条例第８条により、条例の基本理念の具体化については、「神奈川県手話推進計画」（以下「計画」という。）を策定し、それを実施することとしており、平成28年３月に計画が策定された後、令和４年３月に改定し、現在の計画期間は令和４年度から令和８年度の５年間となっている。

２　条例見直しの概要
県では、条例を常に時代に合致したものとすることを目的として、一定期間ごとに条例の見直しを行う全庁的な仕組みを定める「神奈川県条例の見直しに関する要綱」（以下「見直し要綱」という。）を制定し、平成20年４月１日から施行している。
条例の見直しの周期は、原則として施行の日から５年を経過するごととしており、本条例については、令和７年度が見直し時期となっている。
前回は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で有識者や関係団体等と条例見直しに係る十分な議論ができないことから、令和３年度に１年遅れで実施した。
　　なお、条例の見直し結果として、来年３月の県議会常任委員会において「改正の必要性の有無」等について報告することとしている。



３　条例見直しの視点（見直し要綱第６条関係）
　　条例の見直しは、少なくとも５つの視点に基づいて行う。
これらの視点の中で有効性、効率性及び基本方針適合性の視点については条例の内容に応じて除外することができるが、必要性及び適法性の視点に基づく見直しは必ず行う。
　　
（５つの視点）
○必要性
・条例が制定当初に対応しようとしていた課題は現在においてもなお条例により
法的に解決する必要がある課題であるか否か
・県が対応しなければならない課題であるか否か
 　○有効性
　 ・条例が掲げる目的の実現に条例が定める事項が効果を発揮しているか否か
○効率性
・条例が掲げる目的の実現に条例が定める事項が効率的に機能しているか否か
○基本方針適合性
・条例の内容が県政の基本的な方針に適合しているか否か
○適法性
　・条例の内容が憲法及び法令の範囲内であるか否か並びに司法手続きにおいて違憲又は違法と判断される可能性があるか

４　条例見直しの手順（見直し要綱第７条関係）
条例の見直しは、概ね次に掲げる手順により行うものとする。
(1) 当該条例の制定の趣旨の確認
(2) 直近５年間における当該条例の施行の状況の把握
(3) 当該条例に関連する社会状況の推移の把握
(4) 前３号の規定により確認し、又は把握した事項に基づき、前条の規定による条例の見直しの視点（「４　条例見直しの視点」）から検討
(5) 前号の検討の結果に基づき、当該条例の改正又は廃止の要否（運用の改善等の要否を含む。）を判断
※「運用の改善等」とは（見直し要綱運用手引）
　　 条例の下位規範である規則や告示、条例を実際に運用するに当たって必要とされる審
査基準、処分基準、解釈基準等についての改正を指す。

５　見直し結果の公表（見直し要綱第11条、第12条関係）
見直し結果については、原則として見直しを行った後最初に開催される所管常任委員会に対し報告するとともに、それらを条例見直し結果一覧表にとりまとめ、条例見直し調書と併せて県ホームページに掲載することにより県民に公表する。

６　見直しの結果に基づく措置（見直し要綱第13条関係）
見直しの結果、条例の改正又は廃止をすることとした場合は、所管常任委員会への報告の後、原則として１年以内に改正又は廃止に係る議案の提出を行うよう努める。また、条例の運用の改善等をすることとした場合は、所管常任委員会への報告の後遅滞なく、必要な措置を講ずるよう努める。


７　条例見直しの検討
(1) 当該条例の制定の趣旨の確認
（前文）一部抜粋
・　手話は、手や指、体の動きなどを用いる独自の語彙及び文法体系を有し、ろう者とろう者以外の者が、互いの人権を尊重して意思疎通を行うために必要な言語である。
・　いまだ手話に対する理解が浸透しているとは言えないことから、手話に対する県民の理解を深め、これを広く普及していく必要がある。
こうした認識の下、手話を普及するための施策を総合的かつ計画的に推進し、全ての県民が互いを理解し合える地域社会を構築するため、この条例を制定する。

（目的）
第１条　この条例は、手話がろう者の意思疎通及び情報の取得又は利用のための手段としての言語であり、手話を選択する機会が可能な限り確保されなければならないものであることに鑑み、手話の普及等に関する基本理念を定め、県の責務並びに県民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話の普及等に関する施策を推進するための基本的事項を定め、もってろう者とろう者以外の者が相互にその人格と個性を尊重し合いながら共生することのできる地域社会を実現することを目的とする。

(2) 直近５年間における当該条例の施行の状況の把握
　　条例第８条に基づいて計画を策定しており、条例の考え方に基づいて、手話の普及等
に関する基本的な３つの方向性を定め施策を行っている。
	３つの方向性
	主な取組内容

	①手話の普及
	・手話普及推進イベントを開催
・市町村と連携した県民向け及び事業者向けの手話講習会を開催

	②手話に関する教育及び学習の振興
	・「聴覚障がい児等手話言語獲得支援事業」
（しゅわまる）の実施
・子供向け手話学習用冊子の周知・作成・配布
・教員向け手話研修の実施

	③手話を使用しやすい環境の整備
	・手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者通訳・介助員の養成
・遠隔手話通訳サービスの実施


　※　詳細は参考資料１「手話推進計画の取り組み状況」のとおり

(3) 当該条例に関連する社会状況の推移の把握
1 条例制定自治体の拡大
　　  31道府県/16区/298市/66町/2村　計413自治体（令和３年８月５日現在）
　　　↓
40道府県/22区/388市/141町/10村　計601自治体（令和７年８月４日現在）
　　  ※全日本ろうあ連盟ホームページより


　　② 国の関連法令等
・手話に関する施策の推進に関する法律（以下、「手話施策推進法」という。）の制定、施行（令和７年６月施行）　
※　参考資料２「手話施策推進法と手話言語条例の内容確認」を参照
・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）の施行
（平成28年４月施行、令和３年５月一部改正、令和６年４月改正法施行）
③ 県の関連施策等
　　　・「神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例～ともに生きる社会を目指して～」
（令和５年４月施行、令和７年６月一部改正）
　　　・「神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例～ともに生きる社会を目指して～に基づ
く基本計画」（令和６年３月策定）
　　　・「新かながわグランドデザイン」（令和６年３月策定）

(4) 前３号の規定により確認し、又は把握した事項に基づき、前条の規定による条例の見直しの視点（「４　条例見直しの視点」）から検討
　　　①　条例見直し手順で把握した内容の確認
ア　当該条例の制定の趣旨の確認
　　　  ・　本条例の「手話に対する県民の理解を深め、これを広く普及していく必要があるという認識のもと、手話を普及するための施策を総合的かつ計画的に推進し、全ての県民が互いを理解し合える地域社会を構築すること」という目的については、現在の状況においても目指すべき方向性として妥当であり、引き続き条例に基づく取組が必要である。
イ　直近５年間における当該条例の施行の状況の把握
　　 　・　条例に基づいた計画を策定し、計画に位置付けた施策に係る取組を着実に実施しており、条例が効率的に機能している。
ウ　当該条例に関連する社会状況の推移の把握
　・　神奈川県内では全市町村が条例未制定であり、神奈川県のみが条例を制定している状況であるが、全国的に条例制定を行っている自治体が増加している。
　 ・　「手話施策推進法」の目的は「手話に関する施策に関し、基本理念を定め、地方公共団体の責務を明らかにするとともに、手話に関する施策の基本となる事項を定めること等により、他の関係法律による施策と相まって、手話に関する施策を総合的に推進すること」としている。「手話の習得の支援」、「職場や地域の環境整備」、「手話文化の保存、継承及び発展」等の施策に関する内容となっている。これに対し、条例では第８条において施策の推進を図るための計画を策定、実施する旨の記載がある。
・　一方で、条例に定めている「市町村との連携及び協力」や「県民の役割」については手話施策推進法に記載がなく、条例固有の内容となっている。
　・　また、地方公共団体の責務についての記載もあるが、こちらも既に条例第４条に県の責務についての記載があり、条例の方向性と合致している。
　・　「障害者差別解消法」の改正内容は事業者の役割について記載があるが、既に条例第７条に記載しており、条例の方向性と合致している。
　 ・　「新かながわグランドデザイン」（県政の基本的な方向性）基本構想に「「 ともに生きる社会かながわ憲章」や「神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例～ともに生きる社会を目指して～」の理念の普及啓発や障がいへの理解の促進、障がい及び障がい児・者に対する差別の解消に取り組む」と記載があり、条例の方向性と合致している。
　　 ・　また、「神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例～ともに生きる社会を目指して～」の目的は「当事者目線の障がい福祉の推進を図り、もって障がい者が障がいを理由とするいかなる差別及び虐待を受けることなく、自らの望む暮らしを実現することができ、障がい者のみならず誰もが喜びを実感できる地域共生社会の実現に資すること」としており、条例の方向性と合致している。

②　見直しの視点ごとの検討（案）
　①の確認内容を踏まえた、見直しの視点ごとの検討（案）は下記のとおり。
条例見直し調書（素案）は検討（案）に沿って、作成する予定。
	見直しの視点
	検討（案）

	①必要性
	・条例の目的は、現在の状況においても目指すべき方向性として妥当であり、引き続き条例に基づいた取組を継続していく必要がある。
・「手話施策推進法」には条例と同趣旨の記載はあるが、「市町村との連携及び協力」や「県民の役割」は条例のみに記載されている内容であり、引き続き必要である。

	②有効性
	・条例が制定されたことによって、手話普及推進に係る取組の方向性や県、県民、事業者等の役割が明確になり、取組を行う上での指針として有効である。

	③効率性
	・条例の目的達成のために、条例に基づく計画が策定され、その計画に沿って様々な取組が進められているため、条例は効率的に機能している。

	④基本方針適合性
	・条例の目的は、「新かながわグランドデザイン」に記載されている「「ともに生きる社会かながわ憲章」や「神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例～ともに生きる社会を目指して～」の理念の普及啓発や障がいへの理解の促進、障がい及び障がい児・者に対する差別の解消に取り組む」という方向性と合致している。

	⑤適法性
	・関連法令や条例に抵触はしていない。


※　条例は、理念条例としての大枠を条例で規定し、具体の内容は手話推進計画で定める構成となっているため、「手話施策推進法」の制定により、必要となる施策については、手話推進計画に反映することを検討していく。

９　今後のスケジュール（予定）
　　令和７年９月　第１回神奈川県手話言語普及推進協議会、第１回手話言語推進会議
　　　　　　　　　（条例の見直し検討）
　　令和７年11月 第２回手話言語普及推進協議会
（条例見直し調書（素案）の協議、計画（骨子案）策定に向けた検討）
　　　　　　　　　第２回手話言語推進会議
（条例見直し調書（素案）、計画（骨子案）意見照会）
　　令和８年２月　第３回手話言語普及推進協議会
（条例見直し調書（最終案）の報告、計画（骨子案）の協議）
第３回手話言語推進会議
（条例見直し調書結果報告、計画（骨子案）意見照会）
令和８年３月　第１回定例会厚生常任委員会に条例見直しの検討結果を報告
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